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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両前後方向に長手とされると共に閉断面構造とされ、サブフレームを構成するサイド
レールと、
　前記サイドレールに形成された車両前側の開口部から流入し該サイドレールの閉断面内
を車両後向きに流れてきた走行風を、ガイド部によって該サイドレールにおける車幅方向
外向きの側壁に形成された車両後側の開口部に向けて案内し、該車両後側の開口部からホ
イールハウス内における車輪の車両後側のみに向けて流出させる導風構造と、
　を備えた車両下部構造。
【請求項２】
　車両前後方向に長手とされると共に閉断面構造とされ、サブフレームを構成するサイド
レールと、
　ホイールハウスを形成し、該ホイールハウス内における車輪の後方の空間に臨む窓部が
形成されたフェンダエプロンと、
　前記サイドレールに形成された車両前側の開口部から流入し該サイドレールの閉断面内
を車両後向きに流れてきた走行風を、ガイド部によって該サイドレールにおける車幅方向
外向きの側壁に形成された車両後側の開口部に向けて案内し、該車両後側の開口部から前
記窓部を通じてのみ前記ホイールハウス内に流出させる導風構造と、
　を備えた車両下部構造。
【請求項３】
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　前記ガイド部は、前記サイドレールに一体に形成されている請求項１又は請求項２記載
の車両下部構造。
【請求項４】
　前記サイドレールは、車両前端側が車両前後方向の中間部よりも車両上側に位置するよ
うに、車両前端側と前記中間部との間に形成された傾斜部を有しており、
　前記前側の開口部は、前記サイドレールの傾斜部における底壁に形成されている請求項
１～請求項３の何れか１項記載の車両下部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サブフレームを有する車両下部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サスペンションフレーム前端に形成した入口から流入した走行風を、サスペンションフ
レーム後端に形成した出口から流出させることで、キャブオーバタイプのエンジンの冷却
に供する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２５９８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両においては、空力性能の向上について改善の余地がある。
【０００５】
　本発明は、車両の空力性能の向上に寄与する車両下部構造を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１記載の発明に係る車両下部構造は、車両前後方向に長手とされると共に閉断面
構造とされ、サブフレームを構成するサイドレールと、前記サイドレールに形成された車
両前側の開口部から流入し該サイドレールの閉断面内を車両後向きに流れてきた走行風を
、ガイド部によって該サイドレールにおける車幅方向外向きの側壁に形成された車両後側
の開口部に向けて案内し、該車両後側の開口部からホイールハウス内における車輪の車両
後側のみに向けて流出させる導風構造と、を備えている。
　請求項２記載の発明に係る車両下部構造は、車両前後方向に長手とされると共に閉断面
構造とされ、サブフレームを構成するサイドレールと、ホイールハウスを形成し、該ホイ
ールハウス内における車輪の後方の空間に臨む窓部が形成されたフェンダエプロンと、前
記サイドレールに形成された車両前側の開口部から流入し該サイドレールの閉断面内を車
両後向きに流れてきた走行風を、ガイド部によって該サイドレールにおける車幅方向外向
きの側壁に形成された車両後側の開口部に向けて案内し、該車両後側の開口部から前記窓
部を通じてのみ前記ホイールハウス内に流出させる導風構造と、を備えている。
【０００７】
　請求項１、２記載の車両下部構造では、サブフレームを構成するサイドレールの前側の
開口部から該サイドレール内に流入された走行風は、閉断面構造のサイドレール内をダク
トとして流れ、後側の開口部から流出される。この走行風は、ホイールハウス内における
車輪に対する車両後側に流出されるので、例えば車輪の回転に伴って生じる乱流（引きず
り流れ）が抑制される。
【０００８】
　このように、請求項１、２記載の車両下部構造では、車両の空力性能の向上に寄与する
。
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【００１０】
　また、請求項１、２記載の車両下部構造では、サイドレール内をダクトとして車両後方
に向けて流れる走行風は、ガイド部にて流れ方向が車幅方向外向きに変換される。すなわ
ち、走行風は、後側の開口部から流出方向に案内され、ホイールハウス内における車輪の
後方に効率的に流出される。
【００１１】
　請求項３記載の発明に係る車両下部構造は、請求項１又は請求項２記載の車両下部構造
において、前記ガイド部は、前記サイドレールに一体に形成されている。
【００１２】
　請求項３記載の車両下部構造では、サイドレールの壁部の一部を閉断面内に突出させて
ガイド部が形成されている。このため、車両の前面衝突の際に、サイドレール後部のガイ
ド部の形成部位がサブフレームの変形起点となりやすく、衝突エネルギの吸収効果が得ら
れる。
【００１３】
　請求項４記載の発明に係る車両下部構造は、請求項１～請求項３の何れか１項記載の車
両下部構造において、前記サイドレールは、車両前端側が車両前後方向の中間部よりも車
両上側に位置するように、車両前端側と前記中間部との間に形成された傾斜部を有してお
り、前記前側の開口部は、前記サイドレールの傾斜部における底壁に形成されている。
【００１４】
　請求項４記載の車両下部構造では、サイドレールにおける車両前方及び下方を向く底壁
に前側の開口部が形成されているため、走行風が効率的にサイドレール内に流入される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明に係る車両下部構造は、車両の空力性能の向上に寄与すると
いう優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（Ａ）は、本発明の実施形態に係る車両下部構造が適用された自動車を示す側面
図、（Ｂ）は図１（Ａ）の１Ｂ－１Ｂに沿った本発明の実施形態に係る車両下部構造の要
部を示す平断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る車両下部構造を構成するサブフレームを示す下方から見
上げた斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る車両下部構造を構成するガイド部材を示す下方から見上
げた斜視図である。
【図４】本発明の実施形態に係る車両下部構造を構成するガイド部材の変形例を示す下方
から見上げた斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態に係る車両下部構造１０について、図１～図３に基づいて説明する。
なお、各図に適宜記す矢印ＦＲ、矢印ＵＰ、及び矢印ＯＵＴは、それぞれ車両下部構造１
０が適用された自動車Ｖの前方向、上方向、及び車幅（左右）方向の外側を示しており、
以下単に上下前後及び車幅方向を示す場合は上記各矢印方向に対応している。
【００１８】
　図１（Ａ）には、車両下部構造１０が適用された自動車Ｖが側面図にて示されており、
図１（Ｂ）には、図１（Ａ）の１Ｂ－１Ｂ線に沿った断面図が模式的に示されている。こ
れらの図に示される如く、車両下部構造１０は、自動車Ｖの前下部に適用されている。な
お、車両下部構造１０は基本的に車幅方向中央を通る前後方向中心線に対し左右対称に構
成されるので、以下の説明では、主に車幅方向の一方側の構造を説明することとする。
【００１９】
（全体構成）
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　図１（Ｂ）に示される如く、車両下部構造１０は、サブフレーム（サスペンションメン
バともいう）１２を備えている。図２に示される如く、サブフレーム１２は、車両前後方
向に長手とされた左右一対のサイドレール１４と、左右のサイドレール１４の前後の端部
間を架け渡すフロントクロス１６及びリヤクロス１８とを主要部として構成されている。
これにより、サブフレーム１２は平面視で略矩形枠状を成す所謂井形フレームとされてい
る。
【００２０】
　サイドレール１４の後端には、ダッシュパネルの下端近傍で車体骨格であるフロントサ
イドメンバのキック部（何れも図示省略）に、剛的又は弾性的に結合される結合部１４Ｊ
が設けられている。また、サイドレール１４の前端部１４Ｆ又は前後方向の中央部１４Ｃ
は、その上方に位置するフロントサイドメンバ前部に対し、図示しないブラケット等を介
して剛的又は弾性的に結合されるようになっている。
【００２１】
　図示は省略するが、上記のように車体骨格に結合されたサブフレーム１２は、例えばエ
ンジン及び電気モータの少なくとも一方を含んで構成されたパワーユニットを支持してい
る。また、サブフレーム１２は、左右のサイドレール１４において、車体に対する前輪２
０懸架用のフロントサスペンションを構成するロアアームを、上下に遥動可能に支持して
いる。
【００２２】
　このサブフレーム１２を構成するサイドレール１４は、その前端部１４Ｆが中央部１４
Ｃよりも上方に位置しており、これら前端部１４Ｆと中央部１４Ｃとの間は傾斜部１４Ｋ
とされている。すなわち、サイドレール１４は、前端部１４Ｆの後端と中央部１４Ｃとの
前端とが傾斜部１４Ｋを介して連続された構成とされている。
【００２３】
　このサイドレール１４は、中空の閉断面構造とされている。より具体的には、図２に示
される如く、サイドレール１４は、下向きに開口する断面略「コ」字状のアッパパネル２
２と、上向きに開口する断面略「コ」字状のロアパネル２４とを有する。これらアッパパ
ネル２２及びロアパネル２４が互いの側壁２２Ｓ、２４Ｓの開口端側を車幅方向に重ね合
わせて接合されることで、略矩形の閉断面構造（最中構造）のサイドレール１４が形成さ
れている。この状態では、左右の側壁２２Ｓ、２４Ｓが車幅方向に対向すると共に、天壁
２２Ｔと底壁２４Ｂとが上下に対向している。
【００２４】
　また、図１（Ｂ）に示される如く、車輪としての前輪２０は、平面視で車幅方向外向き
に開口する略「コ」字状に形成されたホイールハウス２６内に、転舵可能に配置されてい
る。ホイールハウス２６は、車体パネルであるフェンダエプロン２５に形成されており、
その内周に設けられた樹脂製部品であるフェンダライナ２８により飛び石等に対し保護さ
れている。フェンダライナ２８は、前輪２０を上方（及び前後）から覆う部材として捉え
ることもできる。なお、図１（Ｂ）においてサブフレーム１２のフロントクロス１６の前
方に配置された部材は、フロントバンパを構成するバンパカバー２９である。
【００２５】
（導風構造）
　そして、図１（Ｂ）に示される如く、車両下部構造１０では、サブフレーム１２のサイ
ドレール１４をダクトとして利用して、ホイールハウス２６内における前輪２０の後方の
空間２６Ｒに走行風を導く導風構造３０を備えている。以下、具体的に説明する。
【００２６】
　導風構造３０は、図２に示される如く、サイドレール１４内に走行風を導く前側の開口
部としての流入口３２を有する。流入口３２は、ロアパネル２４の底壁２４Ｂにおけるサ
イドレール１４の傾斜部１４Ｋを構成する部分に形成されている。すなわち、流入口３２
は、ロアパネル２４の底壁２４Ｂにおける前方及び下方を共に向く傾斜面において開口し
ている。



(5) JP 5733128 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

【００２７】
　また、導風構造３０は、サイドレール１４内から走行風を流出させる後側の開口部とし
ての流出口３４を有する。流出口３４は、流入口３２よりも後方で車幅方向外側を向いて
形成されている。より具体的には、サイドレール１４におけるアッパパネル２２及びロア
パネル２４の車幅方向外側の各側壁２２Ｓ、２４Ｓに跨って、流出口３４が形成されてい
る。すなわち、流出口３４は、下向きに開口する略「コ」字状縁部を有する側壁２２Ｓ側
の切欠部と、上向きに開口する略「コ」字状縁部を有する側壁２４Ｓ側の切欠部とを組み
合わせて形成されている。なお、流入口３２、流出口３４を構成する上下の切欠部は、そ
れぞれアッパパネル２２、ロアパネル２４をプレス加工で形成する工程で形成される。
【００２８】
　さらに、導風構造３０は、流入口３２から流入されてサイドレール１４内を主として後
方に向けて流れる走行風を、流出口３４側に案内するガイド部材３６を備えている。ガイ
ド部材３６は、図１（Ｂ）に示される如く、平面視で車幅方向内端が外端よりも前側に位
置すると共に前外向きに凹となるように湾曲形成されたガイド部３６Ｇと、サイドレール
１４に固定されるフランジ部３６Ｆとを有する。この実施形態におけるガイド部材３６は
、図３に示される如く、フランジ部３６Ｆにおいて天壁２２Ｔに固定されており、この状
態でガイド部３６Ｇの下端が底壁２４Ｂに至る構成とされている（図示省略）。
【００２９】
　またさらに、ガイド部３６Ｇの後端位置は、流出口３４の後縁の位置に略一致されてい
る。以上説明したガイド部材３６のガイド部３６Ｇは、サイドレール１４内を後方に流れ
てきた走行風の流れ方向を、車幅方向外向きの流れ方向（成分を含むよう）に変換するよ
うになっている。
【００３０】
　そして、流出口３４は、フェンダエプロン２５に形成された窓部２５Ｗを通じてホイー
ルハウス２６内における前輪２０の後方の空間２６Ｒに連通している。より具体的には、
窓部２５Ｗは、前輪２０と、フェンダライナ２８における前輪２０を後方から覆う後部２
８Ｒとの間の空間２６Ｒに臨むように形成されている。
【００３１】
　以上により、導風構造３０は、流入口３２からサイドレール１４内に流入した走行風を
、流出口３４及び窓部２５Ｗを通じて、ホイールハウス２６内における前輪２０とフェン
ダライナ２８の後部２８Ｒとの間の空間２６Ｒに流出する（吹き出す）構成とされている
。
【００３２】
　次に、実施形態の作用を説明する。
【００３３】
　上記構成の車両下部構造１０が適用された自動車Ｖが走行すると、サブフレーム１２を
構成するサイドレール１４の流入口３２から該サイドレール１４に走行風Ｆが流入する。
この走行風Ｆは、サイドレール１４内をダクトとして後方に向けて流れ、ガイド部３６Ｇ
に案内されつつ流出口３４から車幅方向外向きに流出される。流出口３４から車幅方向外
向きに流出された走行風Ｆは、窓部２５Ｗを通じてホイールハウス２６内における前輪２
０とフェンダライナ２８の後部２８Ｒとの間の空間２６Ｒに流出される。
【００３４】
　ホイールハウス２６内では、自動車Ｖの走行に伴って回転する前輪２０に引きずられる
ように該前輪２０の後方で下方からホイールハウス２６内に流れ込む空気流により、乱流
が生じやすい。
【００３５】
　ここで、車両下部構造１０では、ホイールハウス２６内における前輪２０の後方に走行
風Ｆが流出されるので、ホイールハウス２６内での乱流の原因となる前輪２０の回転に伴
う引きずり流れが生成することが抑制される。換言すれば、前輪２０の回転に伴う引きず
り流れが下方からホイールハウス２６内に流れ込むことが、車幅方向内側からホイールハ
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ウス２６内に流れ込む走行風Ｆにて抑制される。
【００３６】
　これにより、ホイールハウス２６内での乱流の生成が抑制されるので、車両下部構造１
０を備えない比較例と比較して、車両下部構造１０が適用された自動車Ｖの空力性能が向
上する。
【００３７】
　特に、車両下部構造１０では、流出口３４に向けて走行風Ｆを案内するガイド部材３６
を備えるため、サイドレール１４に流入された走行風Ｆを効率的にホイールハウス２６に
向けて流出させることができる。すなわち、渦の発生を抑制しつつ、走行風Ｆを安定的に
ホイールハウス２６に向けて流出させることができる。
【００３８】
　また、流入口３２が底壁２４Ｂにおける傾斜部１４Ｋを構成する部分に配置されている
ため、換言すれば、流入口３２が前向きに開口しているため、走行風Ｆが効率的にサイド
レール１４内に導入される。特に、バンパカバー２９から前後方向に離間して位置する傾
斜部１４Ｋに流入口３２が配置されているので、前端部１４Ｆに流入口を設けた構成と比
較して、走行風がバンパカバー２９に遮られることなくスムースに流入しやすい。しかも
、前端部１４Ｆに流入口を設けた構成と比較して、走行風の流路の上下方向の高位差が小
さいので、サイドレール１４に流入した走行風がスムースに流れる。これらにより、車両
下部構造１０では、サブフレーム１２のサイドレール１４をダクトして利用しつつ、走行
風Ｆを効率的にホイールハウス２６内に流出させることができる。
【００３９】
　また、自動車Ｖの前面衝突の際にサブフレーム１２には、フロントサイドメンバ等の車
体骨格を介して後向きに衝突荷重が作用する。ここで、流出口３４が形成されたサブフレ
ーム１２には、上記の衝突荷重によって流出口３４を起点とした変形が生じる。すなわち
、流出口３４は、サブフレーム１２における弱化部又は変形促進部として機能し、衝撃エ
ネルギの吸収促進に寄与する。このサブフレーム１２の変形による衝突エネルギの吸収に
よって、流出口３４が形成されていない比較例と比較して、自動車Ｖの被保護部（車室等
）に作用する加速度（荷重）が低減される。すなわち、車両下部構造１０は、前面衝突の
際の乗員保護にも寄与する。
【００４０】
　次に、サイドレール１４内を後方に向かって流れる走行風Ｆを流出口３４に向けてガイ
ドするガイド部の変形例を説明する。
【００４１】
　図４には、ガイド部材３６に代えて設けられた変形例に係るガイド部４０の上部４０Ｕ
が示されている。この図に示される如く、ガイド部４０の上部４０Ｕは、アッパパネル２
２の天壁２２Ｔ及び左右の側壁２２Ｓを内方（サイドレール１４の閉断面の内側）に凹ま
せることで、アッパパネル２２に一体に形成されている。図示は省略するが、ガイド部４
０の下部は、上部４０Ｕと上下対称を成すように、ロアパネル２４に一体に形成されてい
る。そして、アッパパネル２２とロアパネル２４とを接合することで、上部と下部とが上
下に突き合わされてガイド部４０が形成される。
【００４２】
　このガイド部４０を備えた構成では、流出口３４及びガイド部４０が共にサブフレーム
１２の弱化部又は変形促進部として機能する。このため、前面衝突によりサブフレーム１
２に変形を生じさせる荷重の設定が容易である。例えば、ガイド部材３６を備えた構成と
比較して、より低荷重でサブフレーム１２の変形を生じさせることができる。また例えば
、ガイド部材３６を備えた構成と比較して、サブフレーム１２を変形させる荷重を維持し
つつ、流出口３４の寸法形状をホイールハウス２６への走行風Ｆの流出に適した寸法形状
としたりすることができる。
【００４３】
　なお、上記した実施形態では、車両下部構造１０がガイド部材３６又はガイド部４０を
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備えた例を示したが、本発明はこれに限定されない。この構成においても、サイドレール
１４の後部は閉じていることから、流出口３４から流出する空気流の少なくとも一部は車
幅方向外向きに流れることとなる。
【００４４】
　また、上記した実施形態において、流出口３４と窓部２５Ｗとの間をダクト部材等にて
繋ぐ構成としても良い。
【００４５】
　さらに、上記した実施形態では、流入口３２がサイドレール１４の傾斜部１４Ｋに配置
されることで前側を向く例を示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、サイドレ
ール１４の前端に流入口３２を形成しても良く、下向きに開口する流入口３２に対し走行
風Ｆを導入する空力部材を備えた構成としても良い。
【００４６】
　またさらに、上記した実施形態では、車両下部構造１０が自動車Ｖの前部に適用された
例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、リヤ側のサブフレーム、後輪を備え
て自動車Ｖの後部に適用されても良い。
【００４７】
　このように、本発明は、その要旨を逸脱しない範囲において、各種変形して実施可能で
ある。
【符号の説明】
【００４８】
　　１０      車両下部構造
　　１２      サブフレーム
　　１４      サイドレール
　　１４Ｋ    傾斜部
　　１４Ｆ    前端部（前端側）
　　１４Ｃ    中央部
　　２０      前輪（車輪）
　　２２Ｓ    側壁
　　２４Ｓ    側壁
　　２４Ｂ    底壁
　　２６      ホイールハウス
　　３０      導風構造
　　３２      流入口（車両前側の開口部）
　　３４      流出口（車両後側の開口部）
　　３６Ｇ    ガイド部
　　４０      ガイド部
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